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社会基盤施設の老朽化に伴う維持更新費用の増加は，長年指摘されてきた課題である．特に長期に亘る今後の
財源確保は実務的な重要課題ではあるが，社会基盤施設の劣化過程に不確実性が介在するために，維持更新に関
する計画予算と，予想外の劣化に伴い増加した実費用との差異が無視しえない．このため，社会基盤施設の劣化
過程の不確実性に伴う維持更新費用の不確実性を低減させる方策が不可欠である．本研究ではリスクファイナ
ンスの観点から社会基盤施設の維持管理における保険の適用可能性について考察する．具体的には，トリガー
事象の発生で保険金の支払いが可能となる即時性を有するパラメトリック型保険に着目して，実橋の点検デー
タを用いた劣化予測を行い，その結果に基づく数値シミュレーションを通して保険の適用可能性を検証する．
Key Words : risk finance, parametric insurance, deterioration prediction, infrastructure maintenance

1. はじめに

団塊的に老朽化が進む社会基盤施設に対して，管理
者（事業者）は厳しい予算制約のもとで計画的な維持
管理を実践していかなければならない 1)．具体的には，
管理対象となる社会基盤施設の維持更新費用を長期に
亘って見積り，その財源を事前に確保していくことが
重要である 2)．しかし，将来時点における維持更新費
用には，地震等の突発的な大規模災害の影響を除いた
としても，不確実性が伴う．これは，社会基盤施設の
劣化過程に不確実性が介在するためである．一方，近
年では実際の目視点検データを用いた統計的劣化予測
手法が開発され，劣化過程の不確実性を定量的に評価
することが可能となっている 3),4)．ただし，実務にお
いて，長期の維持更新費用は平均値（期待値）で議論
されることが少なくなく，その不確実性は悲観的シナ
リオとしての参照情報にとどまることが多い．本研究
では，社会基盤施設の劣化過程の不確実性に起因する
維持更新費用の不確実性を「リスク」と定義し，この
リスクを低減するための方策（ソフトウェア対策）を
検討する．
リスクマネジメントには，一般的にリスクコントロー

ルとリスクファイナンスの要素がある 5)．前者は，文字
通りリスクを直接的に制御する施策のことであり，一般
的には，社会基盤施設の劣化過程を抑制することを目
的に，予防・事後保全や除却等の修繕・更新施策といっ

たハードウェア対策を講じる 6)ことが該当する．これ
は，いわゆるアセットマネジメントの概念と等価であ
り，すでに多くの研究蓄積がある 7),8)．実務において
も，アセットマネジメントに関する方法論を試行的に導
入した事例が国内外で確認できる 9),10)．他方，後者の
リスクファイナンスは，リスクコントロール後の残余
リスクを措置するためのソフトウェア施策である．本
研究におけるリスクファイナンスは，予防・事後保全
や更新などの施策を考慮した維持更新費用に関する計
画予算と，予想外の劣化に伴い増加した実費用の差異
に対する金銭的な備えと位置づけることができる．社
会基盤施設の維持管理を対象としたリスクファイナン
スは著者等の知る限り，研究蓄積がない．

以上の問題意識のもと，本研究では劣化過程の不確
実性に伴う維持更新費用の不確実性を低減するリスク
ファイナンスの在り方を議論する．具体的には，実際の
目視点検データを用いた劣化予測を実施して，劣化過
程の不確実性を定量的に評価した上で，数値シミュレー
ションによってパラメトリック型保険の適用可能性につ
いて検討する．パラメトリック型保険は，予め定めたト
リガー事象の発生により，保険金の支払いが可能となる
即時性を有することが特徴である．以下，2.で本研究
の基本的な考え方について述べる．3.でマルコフ劣化
ハザードモデルの概要を説明する．4.でパラメトリッ
ク型保険の適用可能性に関する数値シミュレーション
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の手法を示し，5.で 4.に基づいた数値シミュレーショ
ンの結果を示す．最後に 6.で留意事項を整理する．

2. 本研究の基本的な考え方

(1) 社会基盤施設の老朽化と財源
国および自治体の財政が逼迫する中，社会基盤施設

の老朽化および大規模災害への対応に要する費用の増
加が懸念されている．ただし，これは長年指摘されて
きた課題であり，例えば平成 25年度の年次経済財政報
告では，アセットマネジメント・リスクマネジメント
の改善などの必要性が指摘されている 11)．社会基盤施
設に対して，計画的な維持管理を行っていくためには，
社会基盤施設の将来の維持更新費用を精緻に見積もり，
その財源を予め確保することが望ましい．しかし，将
来の維持更新費用に不確実性を生じさせる事象が存在
する．代表的な事象は大規模災害である．大規模災害
により，社会基盤施設が被災すれば，想定外の災害復
旧費が必要となる．大規模災害に関しては，公助の限
界があると指摘されており 12)，自助・共助のさらなる
充実が今後求められている．2つ目は，社会基盤施設の
劣化過程の不確実性である．この点に関しては，社会
基盤施設を対象とした点検データを用いた統計的劣化
予測手法により，施設群に対する全体平均的な劣化過
程 3) のみならず，個々の社会基盤施設に対する個別の
劣化過程 4)と，その劣化過程の不確実性を信頼区間と
いう形で定量的に評価することが可能となっており，維
持管理問題への試行的導入事例も存在する．
自治体等が管理している社会基盤施設は，その維持

更新に関する財源の一部が税収，もしくは水道料金収
入など，公共性の高い財源である．したがって，これ
らの財源を用いた維持更新費用を確保するためには透
明性と根拠が求められる．不確実性の大きい将来の維
持更新費用をこのような財源から前もって確保するこ
とは，原則単年度主義を採用している自治体では困難
である．こうした状況を打破するためには，維持更新
費用の将来の不確実性を軽減する仕組みが必要である．
上述した将来における維持更新費用の不確実性に影響
を及ぼす事象のうち，大規模災害に伴う不確実性につ
いては，災害復旧基本法に基づく各社会資本分野での
災害復旧費用の国からの補助や自治体がある程度裁量
をもって発行できる災害復旧債，それに対する交付税
措置などのスキームがある．したがって，計画維持更
新費用が災害復旧費用の発生により増大したとしても
公的な支援が期待できるため，自治体が負担する追加
的な費用は少額で済むと考えられる．他方，劣化過程
の不確実性に伴う維持更新費用の不確実性を低減する
ような国からの補助制度は存在しない．そのため，本

研究では，劣化過程の不確実性に伴う維持更新費用の
不確実性をリスクと定義し，このリスクを低減させる
手法を検討する．

(2) リスクファイナンス
小林・横松 13)は，災害リスクを制御する方法として，

1）災害リスク事象の生起確率そのものを減少させる技
術（リスクコントロール），2）災害により生じた被害
を社会全体に分散させる技術（リスクファイナンス）に
言及している．他の分野のリスクマネジメントでも同
様の考えであり，第一にリスクコントロールによって
生起確率や影響を直接的に制御した上で，リスクファ
イナンスによって残余リスクを分散するのが典型的な
リスクマネジメントの考え方であるといえる．本研究
で扱う社会基盤施設の維持管理を対象とした場合，予
防・事後保全や除却等の修繕・更新の優先順位付けな
ど，伝統的にリスクコントロールに重点が置かれてい
る．リスクファイナンスに関しては，大規模災害に対
する検討はある程度なされているものの，劣化過程の
不確実性に伴う将来の維持更新費用の不確実性という
観点からリスクファイナンスを検討した研究事例は存
在しない．したがって，本研究ではリスクファイナン
スに着目し議論を進めるが，その対象が維持管理であっ
ても，大規模災害であっても方法論自体は不変である
ため，大規模災害のリスクファイナンスに関する既往
研究をレビューしながら基本的な考え方を整理する．
OECD14)によれば，リスクファイナンスにはリスク
事象前と事象後の措置の 2種類があり，大規模災害に
対するリスクファイナンスを想定するのであれば，こ
れらの最適ミックスが必要と主張している．これは，事
後のファイナンスは予算再分配・起債・増税・借入・援
助などで構成されており，政治や金融機関，援助機関
などのカウンターパートの状況によっては，リスク事
象が生じた後では資金を調達できないケースがあるこ
とが理由である．したがって，OECDが推奨するとお
り，必然的に保険やリザーブ（現金積立）などの事前
措置も必要となる．内田 15)は，自治体ではないが，鉄
道，空港，港湾事業者に対するリスクファイナンスの実
際の導入状況に関するアンケートを実施している．台
風や洪水については保険がある程度付保されている一
方，地震についてはほぼ保険が付保されていない傾向
を報告している．また，国や自治体からの支援に期待
している傾向もみられ，積立金，金融機関借入・債権発
行は少数であり，CATボンド，コミットメントライン
などの他のツールはほぼ導入されていないという状況
であった．さらに，比較的新しいリスクファイナンス
ツールについては，依然我が国では導入が進んでいな
いことが示されている．以上より，リスクコントロー
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ル後の残余リスクを措置するリスクファイナンスには，
事象前と事象後の 2種類があり，社会基盤施設に対し
て事前措置を講ずることを想定するならば，保険の付
保が望ましいといえる．

(3) リスクファイナンスの手法の選択
前述したとおり，本研究では劣化過程の不確実性に

起因する維持更新費用の不確実性をリスクと定義する．
リスクファイナンスは，アセットマネジメント計画策
定後の維持更新に関する計画予算と実費用の差異に対
する金銭的備えと位置づけることができる．内閣府 16)

は，リスクファイナンスを「リスクを時間的・空間的に
移転することや，経済の潤滑油である金融を円滑に機
能させること等により，災害により個社や地域が受け
る被害を軽減又は早期に回復させるものである」とし
ており，本研究においては，計画予算と実費用の差異
を時間的・空間的に移転することが求められる．
リスクファイナンスの成立可能性の重要な論点の 1

つとして集積リスクがある．仮に全世界的な感染症が
発生した場合には，どの地域においても事業中断など，
パンデミックとそれに関連した様々な被害が生じるた
めに，空間的にリスク移転をすることは困難である．そ
のため，このようなリスクに対する民間保険会社での
引受には限界があり，リスクファイナンス自体が成立
しえない状況が考えられる．社会基盤施設の劣化も同
様に，どの地域の社会基盤施設においても時間ととも
に発生する事象であるために，空間的なリスク移転は
困難であると考えられる．他方，予想された劣化過程
と実際の劣化過程の差異は，期待値を中心にプラス方
向（長寿命側）にもマイナス方向にも分布するもので
あり，かつ津田等 3)，小濱等 4)の研究によってその分
布（不確実性）を定量的に評価可能であることから，複
数地域の社会基盤施設の事業者が共同で保険等に加入
すれば，空間的なリスク移転が可能であると考えられ
る．ただし，例えば，飛来塩分などによるコンクリー
ト構造物の塩害など，劣化過程に影響を及ぼす特殊な
要因に関しては地域差があるものと考えられるが，維
持更新に関する計画予算を策定する際の劣化予測にお
いて，その分を勘案していれば問題ないものといえる．
具体的には，地震保険のように地域別の保険料を設定
するという手法も考えられる．したがって，本研究で
取り扱うリスクに対するリスクファイナンスに関して
は，複数自治体間での空間的なリスク移転が可能なも
のと推察される．
リスクファイナンスは前述したとおり，事前と事後

の措置があり，最適なミックスで適用されることが望ま
れる．概ね，現在の自治体は起債など事後の措置に重
きを置いている．低金利が続き，償還において地方交

図–1 保険の効果の概念図

付税措置があることが要因の 1つであると考えられる．
しかし，予算は 1年おきに策定され，補正予算も災害
などで組まれることはあっても，維持更新に関する計
画予算と実費用の差異を補填するために組まれること
は想定し難い．そのため，予想外の劣化が生じても事
後の措置で対応していることが大半であり，最悪の場
合には当該年度内では対応しきれずに，次年度以降に
起債して，予算が措置されるまで社会基盤施設の使用
を停止するというケースが今後多発する恐れがある．

(4) パラメトリック型保険
社会基盤施設に対する維持更新を計画通りに遂行し
ていくためには事前措置が必要である．事前措置にも
リザーブや保険など複数の選択肢がある．ただし，自
治体に関しては，単年度主義であるために，事前措置
の 1つであるリザーブを大きな額で確保するのは，政
治や説明責任の面で困難である．本来は修繕引当金が
リザーブに該当するものと考えられるが，「地方公営企
業が会計を整理するに当たりよるべき指針」17)などに
よって，当該引当金の厳格化が地方公営企業では進ん
でおり，この手法の適用も厳しいものとなっている．よ
り説明責任を求められる一般会計でも同様であると推
察される．他の事前措置として CATボンドやコンティ
ンジェント・クレジット・ファシリティなどがあるが，
これらは大規模災害を想定したものであるため，本研
究で対象とするリスクには適応する可能性が低い．そ
のため，少しの保険料で不確実性を抑え，共助の仕組
みとなっている保険による事前の措置が最も本研究の
リスクには適用しやすいものと考えられる．すなわち，
複数地方自治体もしくは地方公営企業が加入する保険
を開発することで空間的にリスク移転を行い，さらに
保険という毎年少額の保険料でリスク事象発生時に高
額の支払保険金が得られる仕組みを用いて時間的にリ
スク移転を行う．図–1は，社会基盤施設群に対するあ
る事業者の任意の将来時点における維持更新費用を模
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表–1 パラメトリック型保険の特徴

伝統的な保険 パラメトリック型保険
事由 物理的資産の損害あるいは被害の発生 予め定められた事象の発生
回収損害金額 実質損害の支払 事前に定めた支払額
ベーシスリスク 約款条件，控除額および免責事項 正確なモデル化：インデックスと

損害エクスポジャーの相関関係
保険金請求プロセス 複雑：損害査定人に基づく遅延の可能性 透明性，インデックスに基づく迅速な支払
期間 通常は 1年，一部は複数年 単年または複数年：最高 5年
仕組み 標準商品および約款文書

：一部はカスタマイズ
柔軟性のあるカスタマイズ商品
（単一トリガー，複数トリガー）

形態 保険契約 保険またはデリバティブ
注）文献 18) より引用したものを，著者等が一部修正．

式的に示したものである．将来時点の維持更新費用に
は不確実性が存在するために，図中の緑色で示すよう
に分布する．一方で赤色は保険適用後の維持更新費用
である．付加保険料が発生するために，赤色の分布の
期待値は緑色と比較して増加するが，分布の分散は小
さくなっている．保険加入の利点は将来時点における
維持更新費用の不確実性を低減させることにある．
保険にも様々な種類があるが，特に本研究ではパラ

メトリック型保険の適用を検討する．パラメトリック
型保険とは，支払額決定に損害調査が必要な従来保険
と異なり，ある種のトリガーとなる事象が発生して観
測された場合，即座に保険金が支払われるという仕組
みである（表–1）18)．従来保険によって，維持更新に
関する計画予算と実費用との差異を処理しようとする
と，莫大な損害調査の時間が必要になるとともに，支
払保険金額の設定に数多くある修繕工法からの選択と
積算が必要となる．パラメトリック型保険を適用する
と，計画予算の算出根拠となる健全度等をベースに支
払保険金を設定することになる．仮に予想外の劣化が
点検により判明した場合，その結果をもとに支払いが
行われる．従来保険のような損害調査を行う必要がな
いので迅速に保険金が支払われ，支払保険金額も修繕
工法によらないので計画予算の算出時の健全度ごとの
修繕費の差異を支払額とすればよい．このことから従
来保険と比べ，計画費用と実費用との差異を補償する
のに適用しやすいという利点があるものと考えられる．
さらにパラメトリック型保険は支払即時性を有して

いることから，修繕即時性も同時に有する．そのため
に，修繕の遅延に伴う追加的費用の増加も防止可能と
なる．また，従来保険の損害調査は鑑定人の性質などに
より評価結果が変わることがあるが 19)，パラメトリッ
ク型保険ではトリガー事象が発生すれば支払いが行わ
れるために，資金の用途に関する透明性を重視する自
治体にとっては，透明性という観点からも従来保険よ
り優位であると考えられる．パラメトリック型保険は
大規模災害リスクに関してすでに実装がなされている．

地震の震度，台風の風速・ルートなどをトリガー事象
とした商品が海外で商品化されている．国内では，個
人向けの地震に対する保険が商品化されている．した
がって，社会基盤施設の維持更新に対しても，保険料
の算出根拠となるデータが蓄積してくれば実装は可能
である．その一方で，トリガーとなる事象にはモラル
ハザードを防止するために，客観的で透明性と一貫性
が高い指標が必要である．金融庁による指針 20)におい
ても，トリガーには損害額と高い相関性が必要と明記
してあり，その点には留意が必要である．

3. マルコフ劣化ハザードモデル

(1) モデル化の前提条件

本研究では，保険料設定やこれ以降で行う検証の基礎
となる社会基盤施設の劣化過程をマルコフ連鎖により
モデル化する．モデル化に先立ち，モデル化の前提条件
について説明する．対象とする社会基盤施設は，その劣
化状態が目視点検等を通して，離散的な I段階の健全度
{1, 2, . . . , I}として評価されるとする．ただし，健全度
はその値が大きくなるほど，健全性が低い状態を表す．
一般的に，健全度 1は新設状態，健全度 Iは使用限界を
意味する．時刻 τ における健全度を h(τ)と表すとする．
以下，z > 0に対して，2つの時刻間 τA, τB = τA + z

における健全度の推移確率について考える．τA, τB は
いずれも点検時刻を表し，これらの時刻においてのみ
健全度が点検により確認できる．(i, j) ∈ {1, . . . , I}2に
対して，マルコフ推移確率 πij(z)は h(τA) = iが生起
した条件の下で h(τB) = j が生起する条件付き確率と
して定義され，推移確率が τA以前の劣化過程に依存し
ないという点においてマルコフ性を有し，

πij(z) = Prob[h(τB) = j | h(τA) = i] (1)

4
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と与えられる．これを i行 j 列成分に配置した I 次正
方行列をマルコフ推移確率行列

Π(z) =


π11(z) · · · π1I(z)

...
. . .

...

πI1(z) · · · πII(z)

 (2)

と呼ぶ．社会基盤施設全般に対して以下の性質が成り
立つ． 

0 ≤ πij(z) ≤ 1 (i ≤ j)

πij(z) = 0 (i > j)
I∑

j=i

πij(z) = 1

(3)

式 (3)の第二式は，社会基盤施設は経年により劣化が進
行し，修繕されない限り健全度は自然に回復しないこ
とを表現している．また，健全度 I はマルコフ連鎖に
おける吸収状態であり，πII(z) = 1が成立する．

(2) マルコフ劣化ハザードモデルの定式化
社会基盤施設の劣化過程の予測モデルとして，マル

コフ劣化ハザードモデルを用いる．ここでは，読者の
便宜を図るために概要を述べるに留めるが，詳細に関
しては文献 3),22)を参照されたい．いま，健全度 iの寿
命 ζiの確率変数Ziが，確率密度関数が gi，累積分布関
数がGiである分布に従うとする．ただし，健全度 I は
これ以上劣化が進展しない状態であるため，任意の ζI

に対して，gI(ζI) = 0, GI(ζI) = 1が成立する．i < I

に対して，h(τA) = iのとき，時刻 τA + ζi に健全度が
i + 1に推移する確率密度をハザード関数 λi が与える
とすれば，生存関数 G̃i を用いて，等式

λi(ζi)∆ζi =
gi(ζi)∆ζi

G̃i(ζi)
(4)

が成立する．λiは，ζiに依存せずに一定値 θi > 0をと
る場合，指数ハザード関数

λi(ζi) = θi (5)

となる．なお，gI(ζI) = 0より λI(ζI) = 0であるため，
θI = 0と定める．指数ハザード関数を用いることによ
り，劣化過程が過去の履歴に依存しないというマルコ
フ性（無記憶性）を表現でき，

G̃i(ζi) = exp(−θiζi) (6)

が成立する．式 (4), 式 (5), 式 (6)より
gi(ζi) = θi exp(−θiζi) (7)

が得られるため，Zi ∼ EX(θi)がわかる．
さらに，h(τA) = iのもと，τA から zi > 0にわたっ

て健全度 iが継続する条件付き確率は
G̃i(τA + zi | ζi ≥ τA) = exp(−θizi) (8)

と表される．すなわち，h(τA) = iのもと，τB = τA+z

に対して h(τB) = iである条件付き確率は
Prob[h(τB) = i | h(τA) = i] = exp(−θiz) (9)

となる．Prob[h(τB) = i | h(τA) = i]は πii(z)にほか
ならない．指数ハザード関数を用いた場合，πii(z)は θi

と z のみに依存し，τA, τB に関する情報を用いなくと
も推移確率を定義できる．以上の議論を拡張すること
で，τAと τB の間で健全度が iから j ≥ iに推移する確
率 πij(z)は

πij(z) = Prob[h(τB) = j | h(τA) = i]

=

j∑
a=i

a−1∏
e=i

θe
θe − θa

j−1∏
e=a

θe
θe+1 − θa

exp(−θaz)

((i, j) ∈ {1, . . . , I − 1} × {i, . . . , I}) (10)

と表すことができる．ただし，表記上の規則として
a−1∏
e=i

θe
θe − θa

= 1 a = iのとき
j−1∏
e=a

θe
θe+1 − θa

= 1 a = j のとき
(11)

が成立すると考える．

(3) 点検データの概要
対象とする社会基盤施設の構成要素全体からなる集
合を Ωとし，|Ω| = K とする（例えば橋梁を例にあげ
る．構成要素を橋梁と設定すれば，構成要素全体は管
理対象橋梁群，あるいは道路ネットワークとなる．構
成要素を部材と設定すれば，構成要素全体は橋梁とな
る．）．k ∈ {1, . . . ,K}番目の要素 ωk ∈ Ωに対して，第
1回目の点検が時刻 τkA に，第 2回目の点検が時刻 τkB
に実施されたとする．また，第 1回目の点検において
健全度 h̄(τkA) = īk が，第 2回目の点検において健全度
h̄(τkB) = j̄k が観測されたとする．なお，īk ≤ j̄k であ
り，以下，記号「̄」は実測値であることを表す．さらに，
z̄k = τkB − τkA と定めれば，z̄k は τkA から τkB までの期
間長であり，2回の点検の時間間隔を表す．さらに，ωk

の劣化過程に影響を及ぼすと考えられる要因が L個あ
げられるとし，x̄k = {x̄k

1 , . . . , x̄
k
L}と表す．ただし，xk

1

は定数とし，恒等的に 1とする．以上に基づき，ωk が
有する情報を ξ̄k = {h̄(τkA), h̄(τkB), z̄k, x̄k}と表すとし，
これらをまとめて ξ̄ = {ξ̄1, . . . , ξ̄K}とする．

(4) モデルの推定手法
ωk の健全度 i における劣化過程を表現する指数ハ

ザード関数 λk
i (ζ

k
i ) = θki に関して，ハザード率 θki は

特性 xk に影響を及ぼされると考え，パラメータ βi =

{βi1, . . . , βiL}を用いて
θki = exp(xk · β′

i) (12)

5
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と表す．ただし，β = {β′
1, . . . ,β

′
I}′は I行L列の行列で

あり，記号「′」は行列の転置操作を表す．ただし，θkI = 0

を表現するために，任意の lに対して，βl,I = −∞と
する．
ハザード率の決定はモデルの決定を意味するため，点

検データ ξ̄ を与件としたモデルの推定は，パラメータ
行列 βを推定することに他ならない．本研究において
は，最尤法により βを推定することを考える．マルコ
フ推移確率はハザード率と点検間隔により式 (10)と表
される．特に，ωkの推移確率に関して，健全度が īkか
ら j̄kへ推移する確率は，点検間隔 z̄kに依存し，ハザー
ド率がパラメータ行列 β と特性 x̄k により記述される
ことを明示的に示すために，πīk j̄k(z̄

k, x̄k | β)と表すこ
ととする．いま，Ωの各要素が独立に得られたとした
場合，その健全度の推移の同時生起確率を表す対数尤
度 lnLは

lnL(β) = ln

[
K∏

k=1

πīk j̄k(z̄
k, x̄k | β)

]

= ln

 K∏
k=1

I∏
i=1

I∏
j=i

πij(z̄
k, x̄k | β)δ̄

k
ij


=

K∑
k=1

I∑
i=1

I∑
j=i

δ̄kij ln[πij(z̄
k, x̄k | β)] (13)

と表すことができる．ただし，δ̄kij はダミー変数であり，

δ̄kij =

 1 h̄(τkA) = i, h̄(τkB) = j のとき
0 それ以外のとき

(14)

と定義する．
点検データは与件であるため，対数尤度 lnLは βの

関数である．lnLを最大化するような最尤推定値 β̂ =

{β̂1,1, . . . , β̂I−1,L}は以下の連立方程式
∂ lnL(β̂)
∂βi,l

= 0 (15)

(i ∈ {1, . . . , I − 1}, l ∈ {1, . . . , L})

の解として得られる．式 (15)は Newton法を基本とす
る逐次反復法により解くことができる．さらに，パラ
メータの漸近的な共分散行列の推定値 Σ̂(β̂)は

Σ̂(β̂) =

[
∂2 lnL(β̂)
∂β∂β′

]−1

(16)

と表すことができる．式 (16)の右辺は Fisher情報行列
の逆行列である．

4. 分析手法
(1) シミュレーションに際しての諸設定
パラメトリック型保険の適用が維持更新費用にもたら

す影響をシミュレーションを通じて検証する．対象とす
る社会基盤施設はK個の要素から構成されていおり，構

成要素全体からなる集合をΩする．各構成要素の状態は
I段階の健全度として評価される．保険加入時の各健全
度の占有割合を初期状態と称し，健全度が iである構成
要素のΩに対する割合をwiとして，w = {w1, . . . , wI}
とする．また，健全度が iである構成要素に対する維
持更新費用を ciとし，修繕された構成要素の健全度は
1へ回復すると仮定する．c = {c1, . . . , cI}とする．な
お，健全度が 1の構成要素に対しては修繕を実施せず，
c1 = 0とする．また，i > i′ ⇒ ci > ci′ を仮定する．さ
らに，各費用は保険加入時における現価に基づいて評
価するとし，そのための現価率（割引率）を v ∈ (0, 1]

とする．
社会基盤施設の劣化過程を，3.のマルコフ劣化ハザー
ドモデルにより記述する．パラメータ行列βと，構成要
素 ωk ∈ Ωの劣化過程に影響を及ぼすと考えられる特性
xk が与えられたとき，ハザード率 θki は式 (12)のよう
に定義できる．このとき，t ∈ {0, 1, . . .}年度において
健全度が iである ωkは，t+1年度に確率 πij(1,x

k | β)
で健全度が j に推移する．
社会基盤施設の修繕施策は，健全度ごとに定められ
た管理水準に達するよう修繕を行うものであるとする．
Ωを S 個の非交差な部分集合 Ωs(s ∈ {0, . . . , S − 1})
に分割し，|Ωs| = Ks とする．

∑S
s=1 Ks = K である．

t年度においては Ωmod(t,S) に対して点検が行われると
する．ただし，(m,n) ∈ N2 に対して，mod(m,n) は
mの nによる剰余を表す．さらに，t年度に行われた
Ωmod(t,S)に対する点検の結果に基づく修繕は，同じ年
度である t年度に行われるとする．このため，点検から
修繕までに生じる社会基盤施設の劣化は無視する．健全
度 iの管理水準を pi ∈ [0, 1]と定め，p = {p1, . . . , pI}
とする．piは，健全度が iである構成要素に対して，健
全度が iである構成要素の Ωに対する割合が pi以下と
なるまで修繕が行われるための水準である．しかし，本
研究における仮定のもとでは，S > 1の場合はある年
度の点検のみでは Ωを網羅できず，点検および修繕は
S年間により一巡できる．そのため，t年度においては
割合にして全体のKmod(t,S)/K の構成要素に対してし
か点検を行えない．これらのことから，t年度における
点検により，健全度が iである構成要素の Ωに対する
割合 ui,mod(t,S)(t)が得られたとき，健全度が iである
Ωmod(t,S)の構成要素に対する修繕割合 γi,mod(t,S)(t)を
以下のように定める．

γi,mod(t,S)(t)

= max

{
ui,mod(t,S)(t)−

Kmod(t,S)

K
pi, 0

}
(17)

以下，us(t) = {u1,s(t), . . . , uI,s(t)}とし，また
I∑

i=1

ui,mod(t,S)(t) =
Kmod(t,S)

K
(18)
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に注意されたい．γs(t) = {γ1,s(t), . . . , γI,s(t)}とする．
また，

ui,mod(t,S)(t) =
#{ωk

mod(t,S) | h(t) = i}
K

(19)

であり，#{X}は論理式X を満足する構成要素数であ
る．これにより，社会基盤施設の状態を管理水準 pで維
持する場合と同じ水準で修繕を行うことが可能となる．

(2) 劣化過程の不確実性の維持更新費用への影響
劣化過程の不確実性に起因する維持更新費用の影響

を考察する．T 年間にわたる維持管理を対象とする．t

年度における修繕で生じる修繕費の現価 r(t)と t年度
までに生じる累積の修繕費の現価R(t)の分布を考える．
しかし，修繕割合の決定に式 (17)と条件分岐を要する
ことから，これらの解析的な表示は困難であるといえ
る．したがって，モンテカルロ法により r(t), R(t)の分
布を推定する．
r(t), R(t)の分布を推定するため，対象とする社会基

盤施設群を劣化・修繕するシミュレーションをQ回行
う．q 回目のシミュレーションについて考える．まず，
0年度における社会基盤施設の構成要素の初期状態とし
て，各健全度の割合をwとする．1年ごとに各構成要
素をマルコフ推移確率に基づいて劣化させる．t年度に
おける Ωmod(t,S) に対する点検によって，Ωmod(t,S) の
健全度分布 u

(q)
mod(t,S)(t)が取得できる．式 (17)に基づ

いて修繕割合 γ
(q)
mod(t,S)(t)を決定し，それに基づく修繕

数分をランダムで修繕し，修繕がなされた構成要素の
健全度を 1に回復させる．よって，t年度における修繕
で生じる修繕費の現価 r(q)(t)は

r(q)(t) = vtKmod(t,S)

I∑
i=1

γ
(q)
i,mod(t,S)(t) · ci (20)

と表される．ただし，修繕費は期末払いを想定する (表–

2)．したがって，t年度までに生じる累積の修繕費の現
価 R(q)(t)は

R(q)(t) =

t∑
s=1

r(q)(s) (21)

と表される．以上を t = T まで実施することによって，
T 年間にわたり生じる修繕費のシミュレーションができ
る．以上により，Q回分のシミュレーション結果 r(t) =

{r(1)(t), . . . , r(Q)(t)},R(t) = {R(1)(t), . . . , R(Q)(t)}が
得られるため，r(t),R(t)を r(t), R(t)の分布と考える．

(3) パラメトリック型保険の設計
a) 本研究におけるパラメトリック型保険の適用
本研究の目的の 1つは社会基盤施設の劣化過程の不

確実性に起因する維持更新費用の不確実性の低減であ
る．そのため，パラメトリック型保険の適用にあたる
指標は各構成要素の健全度とする．まず，保険金の支

表–2 支払い時期

支払い時期
修繕費 期末払い
保険料 期始払い

（修正）保険金 期末払い

払いが行われる条件であるトリガー事象およびその発
動の判定について考える．具体的に，t年度における任
意の構成要素に対して支払われる保険金について検討
する．いま，点検により健全度が iであると観測された
とする．また，事前のシミュレーションにより，時刻 t

における健全度は ĩであると期待されていたとする．ト
リガー事象は，ι ∈ {1, . . . , I − 1}に対して，点検によ
り観測された健全度 iと，期待される健全度 ĩの差が ι

以上，つまり
i− ĩ ≥ ι (22)

である場合とする．ここで，ιをトリガーと称する．ι

が小さい場合，観測される健全度と，期待される健全
度との差が小さくてもトリガーが発動される，すなわ
ち比較的緩い条件でトリガーの発動および，それに伴
う保険金の支払いが行われることを意味する．一方，ι

が大きい場合は，トリガーの発動と保険金の支払いの
条件は厳しいといえる．トリガー事象は構成要素ごと
に発動の判定が行われるとする．
次に，t年度においてトリガー事象が発生した際に支
払われる保険金について考える．保険金の支払いは，ト
リガーの発動の判定と同様に構成要素ごとに行われる
ものとし，1つの構成要素に対して支払われる保険金に
ついて考える．1構成要素に対する 1回の保険金の支払
い上限を µとし，ある構成要素に対して，t年度におけ
る健全度の組 i, ĩが与えられたとき，保険金 µ

ι bi,̃i を

µ
ι bi,̃i =

min{ci − cĩ, µ} i− ĩ ≥ ι

0 i− ĩ < ι
(23)

と定め，µ
ι b = [µι bi,̃i]とする．これにより，µ = cI の場

合は，想定された修繕費を上回る支出は保険金により
すべて補償されるため，事業者は想定された修繕費以
上の金額を修繕に際して支払う必要がないことが保証
される．µ < cI の場合は，想定を上回る支出のすべて
を補償されるわけではないが，一定値の補償は受けら
れるため，不確実性の低減に資するものと見込まれる．
しかし，期待される健全度 ĩを確定値として定めるこ
とは難しいため，ĩを離散確率変数とみなし，ĩが生起
する確率を，4.(2)における Q回のシミュレーション
により得られた，t年度における健全度が ĩである構成
要素の Ωに対する割合とするとし，これを ũĩ(t)とす
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れば，

ũĩ(t) =

S−1∑
s=0

Ks · uĩ,s(t)

K
(24)

と表せる，また，ũ(t) = {ũ1(t), . . . , ũI(t)}とする．こ
れにより，µ

ι bi,̃i の期待値を本研究において支払われる
保険金 µ

ι Bi(t)とすると，
µ
ι Bi(t) = Eĩ,t[

µ
ι bi,̃i]

=

I∑
ĩ=1

µ
ι bi,̃i · ũĩ(t)

=

i−ι∑
ĩ=1

µ
ι bi,̃i · ũĩ(t) (25)

である．µ
ι B(t) = (µι B1(t), . . . ,

µ
ι BI(t))とし，µ

ι B(t)を
修正保険金と称する．なお，修正保険金は期末払いを
想定する (表–2)．
b) 収支相当の原則と保険料算出
本研究において，保険料の算定は収支相当の原則に

従う．収支相当の原則とは，加入者が支払う保険料の現
価が，加入者に支払われる保険金の期待値の現価に一
致するように算出されるという原則である．収支相当
の原則により，保険会社と加入者が不公平となること
が回避される．支払われる保険金のみに着目して算出
された保険料を純保険料と称する．実務では，会社を
健全に経営するための経費や手数料を加味した付加保
険料を併せて徴収する．純保険料と付加保険料の和が
営業保険料であり，実際に加入者が保険会社に支払う
保険料は営業保険料である．本研究においては簡単の
ため，付加保険料を無視し，純保険料のみを設定する．
以下，t年度における 1構成要素あたりの保険料を考

える．保険料の変動に関して，保険料が保険期間中一
律，毎年改訂，定期的に改訂などを考えることができ
る．保険期間中一律の場合，保険料は保険期間中に生
じるすべての保険金の現価の期待値をもとに算出され
る．保険料が毎年一律であることは，加入者と保険会
社双方にとって事務手続き上は明瞭である．一方で，社
会基盤施設の構成要素の健全度分布が年度により大き
く変動する場合，一時的にではあるが一方にキャッシュ
が偏ることとなる．加入者側のキャッシュが相対的に減
少する期間が長くなる場合，本保険の本来の意義を逸
脱することとなる．よって，保険料を毎年一律として
設定することは本保険においては不適当であると考え
ることできる．毎年改訂される場合，一律である場合
の欠点であるキャッシュの偏りは生じないが，加入者に
とって毎年の支払額が変動することは実務上煩雑であ
る．そこで，道路法による定期点検の実施間隔が 5年
である（すなわち，5年で管理対象となる全ての社会基
盤施設に対する点検が一巡する）ことを踏襲し，保険
料が 5年ごとに改訂されることを考える．5年ごとの改

訂であればキャッシュの偏りは小さく，また保険料の変
動による実務上の負担も小さいと考えられる．
簡単のため保険期間 T（年）は 5の倍数であるとし，
ある自然数N により T = 5N と表されるとする．すな
わち，保険期間はN 期からなり，第 n ∈ {1, . . . , N}期
の保険料を µ

ι Pn とすれば，この保険料は 5n − 4, 5n −
3, . . . , 5n 年度の 5 年間において適用される．ただし，
µ
ι Pn は期始払いとする．µ

ι Pn を求めるにあたり，加入
時の現価に基づく収支相当の原則を適用する．第 n期
に保険会社に支払われる保険料の現価は，v < 1のとき

5n∑
t=5n−4

vt−1 · µι Pn =
µ
ι Pn(v

5n−5 − v5n)

1− v
(26)

である．さらに，t年度において，Ωmod(t,S)の 1構成要
素に対して支払われる保険金の期待値は，式 (25)より

Ei [
µ
ι Bi(t)] =

I∑
i=1

µ
ι Bi(t) · ũi(t) (27)

であり，第 n期に支払われる保険金の期待値の現価は，
5n∑

t=5n−4

vt

{
I∑

i=1

µ
ι Bi(t) · ũi(t)

}
(28)

である．保険金は期末払いであることに注意されたい
(表–2)．収支相当の原則においては，保険料 µ

ι Pnは式
(26)と式 (28)が等しくなるように定められることを要
求するために，µ

ι Pn は

µ
ι Pn =

1− v

v5n−5 − v5n

5n∑
t=5n−4

vt

{
I∑

i=1

µ
ι Bi(t) · ũi(t)

}
(29)

である．なお，年度間による価値の変化を考慮しない，
すなわち v = 1の場合は，

lim
v→1−0

v5n−5 − v5n

1− v
= 5 (30)

であることを考慮すればよい．なお，社会基盤施設全
体に対する保険金，保険料を考える場合，本節の結果
を構成要素の数だけ増せばよい．

(4) 支払即時性の有用性の検証
パラメトリック型保険による支払即時性およびそれに
付随する修繕即時性の検証方法について言及する．2.(4)
にあるように，パラメトリック型保険の特徴の 1つと
して，保険金を早急に支払うことが可能である点があ
げられる．この性質を支払即時性と称する．支払即時
性により，加入者（事業者）は早急に修繕などの維持
管理行動を取ることが可能となる．早急な修繕行動を
取ることが可能である性質を修繕即時性と称する．こ
れら 2つの即時性に関して，事業者の資金力に応じて，
表–3のような対応を考えることができる．
資金力が「大」である場合，保険金の支払即時性がな
い場合でもキャッシュストックが潤沢に存在するため，

8

第 64 回土木計画学研究発表会・講演集



表–3 支払即時性と修繕即時性の関係

支払即時性の有無 資金力分類の基準有 無

資
金
力

大 ◦ ◦

・ 資金が豊富にあり，現行の管理水準を達成するための
修繕費の負担が可能である業者

・ 保険料として一時的に相当な金額を支出したとしても
なお修繕費と負担が可能になる

中 ◦ ×

・ 資金が豊富にあるわけではないが，
現行の管理水準を達成するための修繕費の負担は可能ではある事業者

・ 保険料として一時的に相当な金額を支出した場合は
修繕費の負担が不可能となり，修繕のためには保険金の支払いを待つ必要がある

小 × × ・ 資金がなく，現行の管理水準を達成するために
管理水準の引き下げや事業そのものの見直しが求められる

注）表中の ◦,×は修繕即時性の有無を表す．

保険金の支払即時性がない従来保険の場合でも最大限
迅速な修繕行動をとることが可能となり，経済的事情
は修繕実施の制約になりえず，修繕即時性を有すると
判断できる．この場合，加入者は 4.(5)に記述する維
持更新費用の不確実性の低減のみを目的に保険に加入
することとなる．当然，資金力が「中」である場合で
あっても，保険に加入する目的の 1つは維持更新費用
の不確実性の低減である．しかし，資金力が中である
場合，その目的の達成のために保険に加入する対価で
ある保険料の支払いにあたりキャッシュストックが一時
的に不足し，保険金の支払いを受けてからのみ修繕行
動を取ることが可能となることが考えられる．このと
き，保険金の支払即時性があれば，修繕行動を迅速に
取ることが可能であるため，修繕即時性を獲得するこ
とができる．一方，支払即時性がない従来保険の場合
は、キャッシュストックの不足により修繕行動を取るこ
とができない．保険金の支払いが遅れた分だけ修繕行
動が遅れるために，修繕即時性はない．つまり，資金
力が中である場合は、不確実性低減だけでなく修繕即
時性を期待できるパラメトリック型保険のほうが望ま
しい．資金力が「小」である場合は，保険料の支払い
による一時的なキャッシュストックの不足に関わらず，
維持更新費用を確保できないという点から，事業その
ものの見直しや管理水準の引き下げが求められるとい
える．状況の改善がみられない場合，当該加入者は本
保険の対象外であると判断せざるを得ない．以上より，
本保険の対象は資金力が「大」もしくは「中」である
事業者となる．以下，資金力「中」の事業者の加入理
由の 1つである保険金の支払即時性の利点について検
証を行う．4.(2)では点検と修繕が同じ年度に行われる
場合について考察した．本節では，点検が t年度に行わ
れたとき，修繕が点検の t′ 年後である t + t′ 年度に行
われる場合について考える．この場合においては，修
繕が遅れた間に生じる劣化は無視できないものとする．

点検が t年度，修繕が点検の t′ 年後に行われる場合
に，点検時点に基づく修繕費の現価 rt′(t)と修繕費の累
積の現価Rt′(t)の分布を考える．4.(2)と同様に，対象
とする社会基盤施設を劣化・修繕させる Q回のシミュ
レーションを通じて，モンテカルロ法によりこれらを
得るとする．まず，0年度における社会基盤施設の構成
要素の初期状態として，各健全度の割合を w とする．
1年ごとに各構成要素をマルコフ推移確率に従い劣化
させる．t年度の点検によって，Ωmod(t,S) の健全度分
布 u

(q)
mod(t,S)(t) が取得される．この点検結果に基づく

t + t′ 年度に行われる修繕の修繕割合は，式 (17)に従
い γmod(t,S)(t)である．t年度に行われる修繕は t − t′

年度に Ωmod(t−t′,S) に対して行われた点検に基づくも
のであるため，mod(t′, S) ̸= 0のとき，t年度に点検が
行われる部分集合と修繕が行われる部分集合は一致し
ない．また，mod(t′, S) = 0のときは点検と修繕が行
われる部分集合は一致するものの，t年度に行われる修
繕は t年度に行われた点検の結果と独立に行われるこ
とに注意されたい．そのため，t年度に行われた点検に
基づく修繕費の現価 r

(q)
t′ (t)は

r
(q)
t′ (t) = vt+t′Kmod(t,S)

I∑
i=1

γ
(q)
i,mod(t,S)(t) · ci (31)

と表される．したがって，t年度までに行われた点検に
基づく修繕で生じる累積の修繕費の現価 R

(q)
t′ (t)は

R
(q)
t′ (t) =

t∑
s=1

r
(q)
t′ (s) (32)

と表される．以上を t = T まで実施することで，T 年
間にわたり生じる修繕費のシミュレーションができる．
以上により，Q回分のシミュレーション結果 rt′(t) =

{r(1)t′ (t), . . . , r
(Q)
t′ (t)},Rt′(t) = {R(1)

t′ (t), . . . , R
(Q)
t′ (t)}

が得られる．rt′(t),Rt′(t) を rt′(t), Rt′(t) の分布と考
える．t′ を離散変数とみなし，t′ を変化させたときの
rt′(t), Rt′(t)を変化を考えることで，支払即時性と，そ
れに付随する修繕即時性の利点を検証できる．
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(5) 維持更新費用の不確実性の低減
パラメトリック型保険の適用による維持更新費用の

不確実性の低減について検証を行う．保険に加入して
いる場合，各年度に発生する維持更新費用は，期始に支
払う保険料と期末に発生する修繕費の和から，期末に
支払われる保険金を差し引いたものである (表–2)．一
方，保険に加入していない場合は，期末に発生する修
繕費のみである．保険に加入している場合の各年度の
維持更新費用の現価を µ

ι m(t)，累積の維持更新費用の
現価を µ

ι M(t)，保険に加入していない場合の各年度の
維持更新費用の現価をm′(t)，累積の維持更新費用の現
価をM ′(t)とし，これらの分布を求めることを考える．
分布を推定するにあたり，Q回のシミュレーション

を行う．q回目のシミュレーションについて考える．ま
ず，0年度における社会基盤施設の構成要素の初期状態
として，各健全度の割合をwとする．1年ごとに各要
素がマルコフ推移確率に従い劣化し，t年度における点
検によって Ωmod(t,S) の健全度分布 u

(q)
mod(t,S) が取得さ

れる．式 (17)に基づいて修繕割合 γ
(q)
mod(t,S)(t)を決定

し，それに基づく修繕数分をランダムで修繕し，修繕
がなされた構成要素の健全度を 1に回復させる．よっ
て，t年度における維持更新費用の現価は，保険に加入
している場合

µ
ι m

(q)(t) = vt−1Kmod(t,S)

{
µ
ι Pn

+v

I∑
i=1

γ
(q)
i,mod(t,S)(t)(ci −

µ
ι Bi(t))

}
(33)

となる．ここに，nは t年度が属する期であり，ある整
数 l ∈ {0, 1, 2, 3, 4}が存在して，t = 5n + lとかける．
保険に加入していない場合は

m′(q)(t) = vtKmod(t,S)

I∑
i=1

γ
(q)
i,mod(t,S)(t) · ci (34)

である．また，それぞれの累積維持更新費用の現価は
µ
ι M

(q)(t) =

t∑
s=1

µ
ι m

(q)(s) (35)

M ′(q)(t) =

t∑
s=1

m′(q)(s) (36)

である．以上により，P 回分のシミュレーション結果
µ
ι m(t) = {µι m(q)(t)}, m′(t) = {m′(q)(t)}, µ

ι M(t) =

{µι M
(q)(t)}, M ′(t) = {M ′(q)(t)}が得られる．µ

ι m(t),

m′(t), µ
ι M(t), M ′(t) を µ

ι m(t), m′(t), µ
ι M(t), M ′(t)

の分布と考える．
維持更新費用の不確実性の低減は，µ

ι M(t),M ′(t)の
標準偏差

√
V [µι M(t)],

√
V [M ′(t)]の比較に基づいて行

う．しかし，標準偏差の単位は考察の対象の量のそれ
と同じであるため，標準偏差の大きさはその量のオー
ダーに依存する．そのため，それぞれを平均値で正規

化した

µ
ι σ(t) =

√
V [µι M(t)]

E[µι M(t)]
(37)

σ′(t) =

√
V [M ′(t)]

E[M ′(t)]
(38)

の比較に基づくとし，これらを正規化標準偏差と称す
ることとする．これらの比

µ
ι χ(t) = 1−

µ
ι σ(t)

σ′(t)
(39)

を正規化標準偏差低減率と称し，不確実性の低減の指
標となる．µ

ι χ(t)が 1に近い値を取る場合，保険加入に
より正規化標準偏差が大きく低下したことを表し，維
持更新費用の不確実性が大幅に低減したことを示す．

5. 実証分析

(1) シミュレーションにあたる諸設定
社会基盤施設の維持管理にパラメトリック型保険を
適用する有用性を検証するために，シミュレーション
を通じた実証分析を行う．対象とする社会基盤施設は
橋梁である．橋梁は多数の部材で構成された構造物で
あるが，議論を単純化するために，構成要素としてRC

床版のみに着目する．RC床版の点検は，縦桁と横桁で
区切られたパネル単位で実施されることから，本研究
においても RC床版 1パネルを点検と修繕の基本単位
とする（なお，RC床版の修繕はパネル単位ではなく，
修繕量を集約化させるためにスパン単位で実施される
場合もある 23)が，パラメトリック型保険の有用性の検
証という意味においてはパネル単位であっても，スパン
単位であっても本質的な相違はないと判断した）．1つ
の橋梁には複数のRC床版パネルが含まれるが，シミュ
レーションで想定する事業者においては，K = 500の
RC床版パネル（以下，RC床版）に対して管理責任を
有すると仮定する．なお簡単のため，各 RC床版の面
積は 1m2とする．RC床版に対して，その状態は I = 5

段階の健全度として評価されるとする．特性 xとして
は定数項のみを採用する．パラメータ β，初期状態w，
修繕費 c（百万円/m2）および管理水準 pは表–4の値
を用いる．また，RC床版の劣化過程を記述するマルコ
フ推移行列 Π(1)を表–5に示す．なお，表–5の推移確
率は，参考文献 7)において実際の RC床版に対する目
視点検データを用いてマルコフ劣化ハザードモデルを
推計した結果である．点検は S = 5年周期で行われ，Ω

を大きさの等しい部分集合 Ωs(s ∈ {0, . . . , 4})に分割
した上で，維持管理を行うとする．各検証におけるシ
ミュレーション回数はいずれも Q = 5, 000回とする．
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表–4 パラメータ β，初期状態 w，修繕費 c，管理水準 p

健全度 β w c（百万円 /m2） p

1 −2.35 0.80 0 1.0

2 −2.87 0.10 0.03 0.3

3 −1.34 0.05 0.35 0.1

4 −5.11 0.05 0.60 0.1

5 - 0.00 1.50 0.0

表–5 マルコフ推移行列 Π(1)

事後健全度 j

1 2 3 4 5

事
前
健
全
度
i

1 0.909 0.088 0.002 0.000 0.000

2 - 0.945 0.048 0.007 0.000

3 - - 0.770 0.230 0.000

4 - - - 0.994 0.006

5 - - - - 1.000

(2) 劣化過程の不確実性の維持更新費用への影響
4.(2)に従い，シミュレーションを行う．Q = 5, 000

回のシミュレーションにより得られた，累積修繕費の現
価の平均値および上下 5%点の推移を図–2に示す．また，
30年度における累積修繕費の現価の分布R(30)を図–3

に示す．30年度における累積修繕費の平均値は 153.69

百万円であり，標準偏差は 8.14百万円である．99%VaR

は 19.18百万円であるため，劣化過程の不確実性に起
因する修繕費の不確実性が，当該事業者の予算計画に
大きな影響を及ぼすことが読み取れる．修繕費の不確
実性に影響を及ぼす要因は劣化過程の不確実性以外に
も考えられることから，RC床版の維持更新費用の不確
実性を低減することは重要な事項と考えられる．本研
究は，パラメトリック型保険の適用によりこの不確実
性を低減することを目的の 1つとしており，それに関
しては 5.(5)で考察を行う．

(3) パラメトリック型保険の設計
a) 本研究におけるパラメトリック型保険の適用
本保険の保険期間は T = 30年とする．トリガーは

ι = 1, 2, 3, 4の 4通り，保険金支払いの上限 µは 0.02

百万円から 1.5百万円まで 0.02百万円刻みで 75通り
の計 300通りの検討を行う．保険金 µ

ι bは，例えば ι =

2, µ = 1.5の場合は表–6となる．
b) 収支相当の原則と保険料算出
保険金支払い上限 µ = cI = 1.5について検討を行う．

適用される保険金は 1.5
ι bではなく，修正保険金 1.5

ι Bで
あるために，一概に想定から上回った支出がすべて補

図–2 修繕費 R(t)の推移

図–3 30年度の累積修繕費 R(30)の分布

表–6 保険金 1.5
2 b（百万円）

観測された健全度 i

1 2 3 4 5

期
待
健
全
度
ĩ

1 - 0 0.35 0.60 1.50

2 - - 0 0.57 1.47

3 - - - 0 1.15

4 - - - - 0

5 - - - - -

注）各値が µを上回っていれば，その値は µに置換される．

償されるわけではないが，1.5
ι bが適用された場合と同

等の水準で補償される．4.(5)b)および 5.(2)に基づけ
ば，修正保険金 1.5

ι B は表–7である．
ここで，Q = 5, 000回のシミュレーションを通して，

各年度におけるRC床版の健全度分布の平均 ũ(t)を図–

4に示す．これは，表–4に従って RC床版が劣化・修
繕を経験するときの平均的な RC床版の状態の推移で
ある．修正保険金 1.5

ι Bおよび平均的な状態の推移 ũ(t)

に基づき，各期において 1つの RC床版パネルに対し
て支払われる保険金の期待値の現価を求めると，表–8

11
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表–7 30年度の修正保険金 1.5
ι B(30)（百万円）

トリガー ι

1 2 3 4

健
全
度

1 - - - -

2 0.019 - - -

3 0.480 0.226 - -

4 0.879 0.839 0.388 -

5 2.671 2.316 2.133 0.969

図–4 平均的な状態 ũ(t)の推移

のようになる．一方，第 n期において支払われる保険
料の期待値の現価の総和は式 (26), 式 (30)より 51.5ι Pn

である．これらより，収支相当の原則に基づくことに
よって，保険料は表–9のように算出される．これらの
結果は，1つのRC床版に対してではなく，管理対象の
RC床版全体に対するものであることに注意されたい．

以上に基づく，RC床版全体に対する累積保険料と累
積保険金の期待値の現価の推移を図–5に示す．ただし，
例として，ι = 1の結果のみを示す．保険料は各期にお
ける総額を平準化して徴収される．そのため，第 2期に
相当する 10年度までにおいては，RC床版の劣化が十
分に進展しておらず，保険料が支払われる機会が少な
いことから，累積の期待保険料が累積の期待保険金を
上回っている．それ以降の期においては RC床版の状
態が収束していることが図–4からわかることから，累
積の期待保険料と累積の期待保険料は一致しているも
のと推察できる．なお，ι = 2, 3, 4の場合でも，結果の
傾向は変わらない．

表–8 各期に支払われる保険金（百万円）

トリガー ι

1 2 3 4

期
n

1 1.47 1.34 1.12 0.54

2 15.56 14.32 8.03 1.00

3 23.17 21.45 11.14 1.07

4 24.40 22.60 11.64 1.08

5 24.68 22.86 11.76 1.09

6 24.75 22.92 11.78 1.09

表–9 各期における保険料（百万円）

トリガー ι

1 2 3 4

期
n

1 0.29 0.27 0.22 0.11

2 3.11 2.86 1.61 0.20

3 4.63 4.29 2.23 0.21

4 4.88 4.52 2.33 0.22

5 4.94 4.57 2.35 0.22

6 4.95 4.58 2.36 0.22

図–5 累積保険料と累積保険金の期待値の現価の推移

(4) 支払即時性の有用性
4.(4)に従い，シミュレーションを行う．修繕年度の
点検年度からの遅れを t′ = 1, 2, 3, 4（年）とし，検証を
行う．また，比較対象として点検と修繕が同じ年度に行
われる場合を t′ = 0とする．t′ = 0の結果は 5.(2)に一
致することに注意されたい．Q = 5, 000回のシミュレー
ションによって観測された，K = 500の RC床版に対
する T = 30年の健全度ごとの修繕数の平均値を表–10

に示す．また，修繕費の現価を表–11に示す．表–10か
ら，修繕即時性がない，すなわち修繕が遅れるほど健
全度が悪い RC床版に対する修繕数が増加傾向にある．

12
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表–10 30年にわたり経験した修繕数

修繕の遅れ t′

0 1 2 3 4

健
全
度

1 - - - - -

2 248.2 222.5 198.3 174.8 150.9

3 7.1 6.0 5.3 4.9 4.9

4 211.6 214.4 216.3 217.5 218.5

5 11.1 12.2 13.2 14.3 15.3

表–11 30年度の累積修繕費 Rt′(30)の現価（百万円）

修繕の遅れ t′

0 1 2 3 4

153.53 155.72 157.41 158.90 160.24

早急に修繕ができないことによって，RC床版が健全性
の低い状態におかれていることがわかる．また，表–11

から，費用的にも修繕の年度が遅れるほど，修繕費が増
大することがわかる．確かに，RC床版を放置するほど
その状態が悪くなり，またその状態からの修繕費が高額
となることは容易に予測できることではある．しかし，
これを定量的に示すことにより，保険金の支払即時性
から享受される修繕即時性を確保できるという点にお
いて，社会基盤施設の維持管理にパラメトリック型保
険を適用する意義を見出すことが可能となる．ただし，
点検と修繕との間に生じるタイムラグは費用（支払即
時性）の問題のみではない．点検業務と修繕業務が分
離発注されるような場合にはパラメトリック保険を導
入してもこの問題は完全に解消されない．点検・補修
の一括発注など，新しい事業形態も，保険と並行して
検討していくことが重要である．

(5) 維持更新費用の不確実性の低減
4.(5) に基づき，維持更新費用の不確実性の低減に

ついて考察する．まず，ι = 1 における累積の維持修
繕費用の現価 1.5

1 M(t),M ′(t)の推移を図–6に示す．ま
た，30年度における累積の維持更新費用の現価の分布
1.5
1 M(30),M ′(30)を図–7に示す．保険の加入の有無に
関わらずに期待値がほとんど一致しているのは，保険
料が収支相等の原則に基づいて算出されるためである．
不確実性の低減に関して，上下 5%点の幅の推移が，保
険に加入した場合のほうが加入していない場合に比べ
て小さく抑えられていることが確認できる．正規化標
準偏差は，保険加入時は 1.5

1 σ(30) = 0.012，未加入時は
σ′(30) = 0.053であることから，正規化標準偏差低減率
は 1.5

1 χ(30) = 0.778であり，高い水準で維持更新費用
の不確実性が低減されていることがわかる．また，そ

図–6 累積支出額 1.5
1 M(t),M ′(t)の推移

図–7 30年度における累積支出額 1.5
1 M(30),M ′(30)の分布

れぞれのトリガー ι下におけるシミュレーション結果
を表–12に示す．正規化標準偏差低減率は ιが小さい
方が大きくなる傾向にあることが読み取れる．これは，
ιが小さい方が，トリガーが比較的緩い条件で発動する
ため，想定より相当大きく修繕費が生じた場合でも補
償されるためである．一方，ιが小さい施策は支払われ
る保険金が高額となることが期待されるために保険料
も高く設定されており，例えば ι = 1では保険料の修繕
費に対する割合が 0.739と非常に高額である．これは，
一般的な損害保険は発生確率が低い事象を対象として
いるのに対して，本研究で考察する保険は社会基盤施
設の劣化を対象としており，トリガー事象は想定より
劣化したか否かであるために保険金の支払いが発生す
る機会が多くなるためである．このことを踏まえても，
修繕費に対する保険料の割合が 0.739であることは高
額であり，高い水準で不確実性を低減できることが期
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表–12 各トリガー ι下におけるシミュレーション結果

トリガー ι 1 2 3 4

修繕費（百万円） 153.69 153.65 153.61 153.80

加
入

保険料（百万円） 114.02 105.49 55.47 5.87

修繕費に対する保険料の割合 0.739 0.683 0.359 0.038

修繕に際する支出（百万円） 40.22 49.58 99.05 148.00

支出（百万円） 154.25 155.07 154.52 153.87

標準偏差（百万円） 1.82 2.29 4.99 7.64

正規化標準偏差 0.012 0.015 0.032 0.050

保険金（百万円） 113.47 104.07 54.56 5.80

未
加
入

支出（百万円） 153.69 153.65 153.61 153.80

標準偏差（百万円） 8.14 8.19 8.04 8.17

正規化標準偏差 0.054 0.054 0.053 0.053

正規化標準偏差低減率 0.778 0.723 0.390 0.066

待されるとしても，その効果が実際には得られなかっ
た際のリスクを考慮すると，加入にあたり心理的障壁
となる事情に十分になり得る．一方で，ιが大きい施策
は保険料が安価であるため加入はしやすいものの，正
規化標準偏差低減率が小さいため，不確実性の低減の
効果があまり期待できない．これらのことから，不確
実性の低減の度合いと保険料はトレードオフの関係に
あることが推測される．本保険を実商品として展開す
るにあたり，両者を適切に満足する施策を提案するこ
とが求められる．

(6) 最適施策の検討

前節では，不確実性の低減の度合いと保険料はトレー
ドオフの関係にあることが示唆された．本節ではこの結
果を受けて，トレードオフの関係にあることの実証と，
最適施策の検討を行う．前節では，µ = cIと想定外の支
出のすべてが補償される場合について考察したが，本節
では，µ < cI について考察することで補償される範囲
に制限を設ける．補償される範囲に制限を設けることで
不確実性の低減の度合いは小さくなることが予想される
が，その分保険料が安くなることが期待され，前節の結
果を含める形で施策の選択肢が増える．本研究において
は，トリガー ιを 4通り，保険金支払い上限額µを 75通
りの計 300通りの検討を行うとし，これら 300通りの組
の集合を A = {(ι, µ) | ι = 1, 2, 3, 4, µ = 0.02, . . . , 1.5}
とする．正規化標準偏差低減率 µ

ι χ(T )と修繕費に対す
る保険料の割合 µ

ι F (T )は ιと µに依存するため，これ
を (µι χ(T ),

µ
ι F (T )) = f(ι, µ)と記述して，Aの f によ

る像を B = f(A)とする．ただし，µ
ι F (T )は T 年度に

おける累積の修繕費 R(T )に対する累積の保険料とし

て与えられ，
µ
ι F (T ) =

1

R(T )

N∑
n=1

5n∑
t=5n−4

vt−1 · µι Pn

である．R(T )は µと ιによらず一定であることが期待
されるため，µ

ι F (T )は保険料の程度の指標として利用
できる．なお，Bは組 (µι χ(T ),

µ
ι F (T ))がとりうる空間

である．
本研究における最適施策とは，組 (χ0, F0) ∈ [0, 1]2を

決めるごとに定まるとする．具体的には，(χ0, F0)に対
して，{(µι χ(T ), µι F (T )) | µ

ι χ(T ) ≥ χ0,
µ
ι F (T ) ≤ F0} ∈

P(B)の逆像
f−1({(µι χ(T ), µι F (T )) | µι χ(T ) ≥ χ0,

µ
ι F (T ) ≤ F0})

(40)

と定義する．ここに，P(B)は B の部分集合の集合を
表すとし，B の冪集合である．µ

ι χ(T ) ≥ χ0 により不
確実性の低減の度合いが一定の水準以上であることが，
µ
ι F (T ) ≤ F0により保険料が一定の水準以下の金額であ
ることが保証される．つまり，式 (40)は一定水準以上
の施策の集合といえる．(χ0, F0)は各加入者がそれぞれ
の事情に応じて指定することが可能であり，式 (40)の
要素から 1つ任意に選択すればよい．式 (40)が空集合
である場合は，指定された組 (χ0, F0)に対応する施策
は本スキーム下では存在しないということであり，加
入にあたっては異なる組の指定の提案が必要となる．
図–8にAとBを示す．Aは格子状に要素が配列され
ている．Aの f による像である Bは強い線形性を示し
ていることが読み取れ，µ

ι χ(T )が大きいほど µ
ι F (T )も

大きくなるという点から，不確実性の低減の度合いと
保険料はトレードオフの関係にあることが実証される．
また，µ

ι χ(T )を固定したとき，ιが小さいほど µ
ι F (T )

は大きい傾向にあることが確認できる．ιが小さい場合
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図–8 Aと B の図示

図–9 (χ0, F0) = (0.44, 0.39)下の最適施策の検討

は観測される健全度と期待される健全度の差が小さい
場合であってもトリガーが発動するため，トリガーの
発動が高い頻度で発生し，そのようなトリガーの発動
に伴う保険金は少額であることから，この支払いに起
因する不確実性の低減効果は小さい．以上のことから，
単位保険料に対する，i− ĩが小さい場合のトリガー発
動に伴う不確実性の低減効果は小さいことが推測され
る．つまり，ιが大きい施策の方が保険料という観点に
おいては効率的である．しかし，それぞれの ιごとに
µ
ι χ(T )の上限が存在し，その上限は ιが大きいほど小
さいため，ある µ

ι χ(T )を達成しようとした場合，より
小さい ιを選択する必要がある場合がある．
例として，(χ0, F0) = (0.44, 0.39) について考察

する．この場合における最適施策とは，式 (40) より
f−1({(µι χ(T ), µι F (T )) | µ

ι χ(T ) ≥ 0.44, µι F (T ) ≤ 0.39})

により与えられる．引数である部分集合は図–9の右図
の着色部分により与えられる．また，最適施策は図–9

の左図の着色部分により与えられ，ι = 1では 1施策，
ι = 2では 2施策，ι = 3では 2施策存在する．この最適
施策の集合に属する施策をとった場合，µ

ι χ(T ) ≥ 0.39

かつ µ
ι F (T ) ≤ 0.44となることが期待されることから，

施策として一定水準が保証されているといえる．しか
し，これらの施策に対して，µ

ι χ(T )は ιによって大き
く値が異なることはない．一方で，ι = 3である場合の
µ
ι F (T )は，ι = 1, 2である場合の µ

ι F (T )に対して小さ
い傾向にある．この事実より，ι = 1, 2ではなく ι = 3

を選択することは，µ
ι χ(T )の値に大きな影響を与えず

に µ
ι F (T )を小さくできるといったような追加的な考察

を行うことも可能である．
実際は，(χ0, F0)は B の形状の考察を通じて与えら
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れると考えられる．加入者の財務状況を踏まえた上で，
ι, µ を変化させた際の µ

ι χ(T ),
µ
ι F (T ) の挙動を考慮し，

より小さい µ
ι F (T )でより大きい µ

ι χ(T )を実現する施策
の検討を行うことが求められる．以上は期待値ベース
での議論となるため，期待値として高い不確実性の低
減の効果が見込まれる施策は，施策としては高い水準
であると判断できるが，一方でそのような施策は結果
に対して大きな不確実性を抱えていることに注意しな
ければならない．つまり，劣化が想定より進行しなかっ
た場合は保険金の支払いが受けられず，保険金の掛け
捨てが発生する．保険である以上このようなリスクは
一定程度受容しなければならないが，事業者としてど
の程度のリスクであれば受容できるかも施策の決定に
影響を与えるといえる．

6. 留意事項

前章までは主に加入者（被保険者）である事業者か
らの視点でパラメトリック型保険の適用可能性につい
て論じた．維持更新費用の不確実性が抑えられること
が把握できたことから，十分な適用可能性を有するも
のと考えられる．ただし，実務上では付加保険料の分
だけ維持更新用が増大することに留意されたい．これ
を実現していくためには，保険を提供する保険者側か
らの検討も必要である．保険会社の脅威となる集積リ
スクに関しては前述したとおり，本研究で取り扱うリ
スクに関しては問題ないものと考えられる．他方，モ
ラルハザードと逆選択，トリガーとなる健全度の透明
性などに関しては依然課題があるため，以下に課題を
整理していく．

(1) モラルハザードと逆選択
保険には常にモラルハザードと逆選択の問題が発生

する．本研究の場合，モラルハザードは健全度を低下
させないことに関して，加入者である事業者が保険金
目当てにある種の妥協を示すことである．逆選択は事
業者が加入前に予想外（計画外）の老朽化が発生する
ことを見越して当該パラメトリック型保険に加入する
ことが該当する．
モラルハザードについては，社会基盤施設の維持管

理に最善を尽くすことは事業者の使命の 1つともいえ
るため，このような事象が生じることは想定しにくい．
しかし，保険商品を販売する以上，ある程度モニタリ
ングが必要なものと考えられる．予想外の範囲まで劣
化速度を故意に高める行為，もしくは高まったことを
放置する行為を防止するには，第三者機関などによる
日々の日報や点検結果・維持管理体制などの監査が必要
となる．ただし，既存の火災保険のモラルハザード防

止では，上記のような第三者機関などによる監査は行
われていない．体制等の確保が困難であるし，保険導
入のために監査コストを大幅に増加させるのは本末転
倒となる．デジタル技術などを用いた，コストのかか
らない監査が十分に検討されるべきものと考えられる．
逆選択に関しては，事業者に劣らない劣化予測など
の知見が保険会社側に必要となるであろうし，事業者
の保有する社会基盤施設の健全度や維持管理状況を加
入時に保険会社側が取得・評価する仕組みが必要とな
る．例えば，公共施設等運営権の入札では入札の前に
大量のデータが応札者に開示される．このパラメトリッ
ク型保険においても同様に，保険会社への事業者から
の点検結果・維持管理状況などを開示する仕組みが必
要となるものと推察される．前述したモラルハザード
を防止するための第三者機関による保険加入前の監査
と保険会社への監査結果の公表も有効と考えられる．

(2) データの透明性の担保
本研究で用いた健全度という指標は透明性に関して
若干問題を抱えている．一般に公表されるのが稀な指
標であり，かつ，点検基準も事業者によって異なる場
合もある．さらに点検結果には，点検員の個人差があ
るものと推察される 24)．理想的には誰が行っても同様
の結果が導出される健全度の算出方法の開発が必要で
あり，点検結果を保険会社がバイアスなく入手できる
仕組みが必要である．現在，点検は事業者が行ってい
る事業であり，加入時および加入後に保険会社に開示
される健全度に虚偽があったとしてもそれを見破る術
は保険会社側には存在しない．
上述の課題を解決する方法として，社会基盤施設に
対する目視点検の一部をヘルスモニタリングで代替す
ることが考えられる．杉崎等は数多くのヘルスモニタ
リング手法を如何に実装していくかをまとめている 25)．
ここでも指摘されているとおり，社会基盤施設の変状
や損傷を検知する技術は数多くの研究業績がある一方，
実装に至って点検等に実用化された事例は少ない．こ
うした技術の実装・横展開による点検技術の標準化がパ
ラメトリック型保険の成立にもつながるものと考えら
れる．また，バイアスなく点検結果を入手する仕組み
としては，第三者機関による点検および結果の公表が
考えられるが，それ以外にもブロックチェーン技術を
用いた点検データベースの構築などが考えられる．矢
部らはすでに法面に関して，ブロックチェーンを用い
たデータベースの構築に着手している 26)．この仕組み
により，点検結果のインプット後は，データの透明性が
確保され，保険会社も事業者の点検データを安全なも
のとして取り扱うことができる．ただし，点検データ
の入力の際に事業者の職員個人による改ざんがあった
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場合は，その限りではないため，やはり第三者機関に
よる点検や監査もセットでこれらの仕組みを導入する
必要がある．

(3) ベーシスリスク
パラメトリック型保険の課題としてよく指摘される

のが，実損の額（ここでは修繕費用の差異）と，設定さ
れた保険金の乖離を指すベーシスリスクである 27)．損
害額と相関性が高い指標を利用したとしても，指標で
定められた支払保険金と実損には乖離が発生する可能
性がある．現商品では，一度保険金を支払った後，損害
調査を実際に行い，調査完了後，支払保険金の補正を
行っているケースがある．データが未熟なうちはこの
ような仕組みが必要となる．しかし，その一方で，パラ
メトリック型保険の特徴の 1つである損害調査が不要
になることによる迅速な支払いというメリットを棄損
することとなる．このようなベーシスリスクを回避す
るためには，より多くの点検データを蓄積し，損害額
と相関性がさらに高い指標を導出し，ベーシスリスク
を小さくすることが必要となる．そのためには，数多
くある点検データを 1つのデータベースに保存し，ビッ
グデータ分析ができる体制が必要となる．現在，トン
ネルや橋梁では，5年に一度の近接目視点検が義務化さ
れたことにより，国土交通省によって全国の点検データ
が収集されている．この点検データを用いた劣化に関
するベンチマーク分析を実施して，保険の対象となる
事業者が全国平均や同じ規模の事業者と比較して，相
対的にどの程度劣化が速い社会基盤施設を保有してい
るかを予めモニタリングできるような仕組みも有効で
ある．本研究では議論を簡略化するために，比較的損
害額と相関性の高い橋梁部材を事例として取り上げた
が，仮にそのようなデーターベースやベンチマークシ
ステムが構築され，単一の指標で損害額を表現するこ
とが港湾・水道・下水道・空港など，他の分野でもでき
るようになれば，パラメトリック型保険の社会基盤施
設分野全体への適用の可能性は進むものと考えられる．

(4) シナリオの実現唯一性
本研究では，保険はリスクの空間的な移転が可能で

あることを指摘した上で，支払即時性に優位性を持つ
パラメトリック型保険の付保によるリスクの時間的な
移転について検討した．社会基盤施設の劣化過程は不
確実性を孕むため，劣化過程や維持更新費用の想定か
らの乖離は年度により様々である．ただし，乖離が想
定内に収まる場合，保険に加入せずとも事業者自身に
よる維持更新費用の時間的な平準化は可能であると考
えられる．乖離の程度が事業者で対処可能な範囲内で
あればよいが，突発的な劣化の進展が生じ，維持更新

費用の一時的な増大に伴う費用負担に耐えられない場
合は本保険の付保が効果的である．図–6の未加入の推
移は，維持更新費用の時間的な平準化が自動的に実現
されることを示唆しかねない．しかし，実際に事業者
が経験するシナリオはシミュレーションにより考え得
る複数の結果のうちの一つにすぎないため，想定以上
の維持更新費用が発生し続ける場合もある．保険が付
保されれば，そのような状況においても補償されるた
め，当初の想定より大きく乖離した維持更新費用の負
担のすべてまたは一部が回避できる点にも本保険の優
位性を確認できる．一方で，想定以下の維持更新費用
が発生し続ける場合には，修繕費自体は低額で済むが，
保険料の支払いにより，維持更新費用は当初の想定に
比べてそれほど低額にはならない．いずれの場合でも，
保険の付保は当初の想定から大きく乖離しない維持更
新費用を実現するための手段であり，当初の想定を正
確に見積もることが当然のことながら最重要事項とな
る．またこのことが結果的に，保険の設計に必要とな
る点検データの信頼性や透明性の担保につながり，同
時にモラルハザードの回避につながる．

7. おわりに

本研究では，劣化過程の不確実性に伴う維持更新費
用の不確実性を本研究で取り扱うリスクと定義し，こ
のリスクを軽減する手法を検討した．リスクコントロー
ル・リスクファイナンスの 2つの手法のうち，主にリス
クファイナンスについて検討を行い，リスクファイナ
ンスの事前・事後の措置のうち，事前措置の一つであ
る保険について考察を進めた．この過程の中で，トリ
ガーとなる事象が生じた場合に即時に支払いを行うパ
ラメトリック型保険の適用可能性を論じ，目視点検デー
タとマルコフ劣化ハザードモデルを用いてシミュレー
ションを行った．検討の結果，パラメトリック型保険
の特徴の 1つである支払即時性の優位性が示され，か
つ，維持更新費用の不確実性の効果を示すことができ
た．後者に関しては，保険料とのトレードオフ関係も
示し，最適施策に関する考察も検証した．最後に，本パ
ラメトリック型保険が成立するための課題として点検
データ等の透明性を指摘した．第三者機関の設置，ブ
ロックチェーンやヘルスモニタリングなどが解決策の
方向性の 1つとなるものと考えられる．
本研究に関して残された課題がいくつか存在する．第
一に，本研究においては簡単のために付加保険料を無
視し，純保険料のみを検討している点があげられる．本
来であれば，収支相当の原則に基づいて算定される支
払保険金の現価の期待値に対応した純保険料に加え，保
険会社の運営のための付加保険料が徴収される．その
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ため，保険に加入した場合の支出額は，未加入の場合に
比べて付加保険料分高額となる．付加保険料を考慮し
たスキームでは，付加保険料が保険加入により期待さ
れる不確実性の低減の度合いを優位に上回る場合，保
険に加入しない判断が選択肢となりうる．実務に適用
する際は，本研究で取り上げた条件に加え，付加保険料
を考慮した上での最適施策を検討する必要がある．第
二に，本研究においては運用を考慮していないため現
価率を 1としていることがあげられる．徴収した保険
料を運用することで，保険料の低廉化が見込まれる．本
保険の保障の対象は公共性が高い社会基盤施設である
ため，確定利付債などの安定性の高い運用が適すると
考えられる．第三に，ハザード率が加入から十分時間
が経過した後も一定であることがあげられる．社会基
盤施設の劣化はハザード率を与えた上でシミュレーショ
ンにより再現しているため，健全度の推移のミクロな
ばらつきは表現できる．しかし，マクロな視点で施設
全体の劣化を観察した場合，ハザード率が時間に関し
て一定である場合は施設の平均的な劣化は一様となる．
実際は，時間の経過や修繕の実施などによってハザー
ド率は変化すると考えられる．本スキームでは加入当
時に推定されるハザード率をもとに保険期間全体の保
険料を算出しているため，より精緻な保障の実現のた
めにはハザード率が時間に応じて変化することを考慮
することが求められる．
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APPLICABILITY OF PARAMETRIC INSURANCE TO THE MAINTENANCE

OF INFRASTRUCTURE

Hironobu INAGAKI, Takuho YAMAGISHI and Kiyoyuki KAITO

The increase of costs for maintaining and renewing infrastructure due to deterioration is a long-standing
issue. Especially, it is practically important to secure long-term funds, but there exist uncertainties in the
deterioration process of infrastructure, so we cannot ignore the difference between the budget for mainte-
nance and renewal and the actual cost that would increase due to unexpected deterioration. Accordingly,
it is indispensable to take measures for reducing the uncertainties in the costs for maintenance and renewal
caused by the uncertainties in the deterioration process of infrastructure. In this study, the authors dis-
cuss the applicability of infrastructure insurance to the maintenance of infrastructure from the viewpoint
of risk finance. In detail, we focus on parametric insurance, which has immediacy and can pay insurance
premium immediately after a triggering event happens, predict the deterioration of actual bridges based
on inspection data, carry out numerical simulation based on the prediction results, and examine the effects
of the insurance.
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